
固定資産を持っていても
免税点未満である場合は
課税されません。
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　市内の取引銀行等で、口座振替を利用さ
れると便利です。
　現在、ご利用の方はその状況（銀行名・
口座名義人等）が記載されています。
　今後、口座振替をご利用されたい方は
市内の銀行等の窓口で手続きされるか、
若しくは大矢野庁舎の税務課固定資産税係
までご連絡ください。専用の申請用紙を
ご用意しております。

課税年度の5月末・7月末・12月末・翌年の2月末を　
納期限として年４回設定しています。　　　　　　

免税点未満である場合は、課税しないこととなっています。

この固定資産の所有者（課税年度の１月１日現在の者）に課される市町村税が、固定資産税です。


